
 

（新規）    

いじめ問題調査委員会運営費いじめ問題調査委員会運営費いじめ問題調査委員会運営費いじめ問題調査委員会運営費    
 

１ 事業目的 

   

 

 

 

 

２ 事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

３ 予算額 

２，０３５千円（新規） 

 いじめ防止委員会を中心とした調査組織（プロジェクトチーム等）を編成し，調査を実施 
県立学校県立学校県立学校県立学校     重大事態重大事態重大事態重大事態    発生報告発生報告発生報告発生報告    県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会    

県県県県    

        

知知知知    

    

事事事事    調査調査調査調査結果結果結果結果    報告報告報告報告    
調査結果調査結果調査結果調査結果    報告報告報告報告    

重大事態重大事態重大事態重大事態    発生報告発生報告発生報告発生報告    調査結果調査結果調査結果調査結果    報告報告報告報告    
 区  分 内    容 役  割 いじめにより自殺などの重大事態が発生した場合，学校等の調査に加え，調査が必要と県知事又は県教育委員会が判断したものについて調査を行う。 委員構成等 いじめの問題の調査に必要な識見を有する者（学識経験者，弁護士，医師，臨床心理士，社会福祉士などの外部専門家），１５人以内，任期２年 備  考 ○ 県知事及び県教育委員会の附属機関として設置 ○ 私立学校の重大事態にも対応 ○ 市町立学校の重大事態に対しては市町の長の要請により支援 
 

いじめ問題調査委員会いじめ問題調査委員会いじめ問題調査委員会いじめ問題調査委員会    

いじめ問題調査委員会による調査が必要と県教育委員会が判断 調査結果調査結果調査結果調査結果    報告報告報告報告    調査を要請調査を要請調査を要請調査を要請    調査を実施調査を実施調査を実施調査を実施    

平成 25 年９月に「いじめ防止対策推進法」が施行され，社会全体が一丸となってい

じめの問題に取り組んでいくことが求められている。「いじめ防止対策推進法」に規定

する重大事態のうち，学校等の調査に加え調査が必要と県知事又は県教育委員会が判断

したものについて，公平性・中立性を確保した調査を行う機関を設置する。 


